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保護者の皆様 

枚方市立蹉跎中学校 

校 長 若田 淳子 

 

緊急事態宣言にともなう学校における電話対応について 

 

保護者の皆様におかれましては、この間の新型コロナウィルス感染拡大にともなう様々な対応に対し

ご理解・ご協力賜り感謝申し上げます。 

さて、政府の「緊急事態宣言」を受け、当面の間、教育活動が停止となったことに続き、大阪府危機

管理監から協力要請の通知を踏まえ、枚方市においても、特措法第４５条１項に基づき、生活の維持に

必要な場合を除き、外出の自粛、その他感染防止に必要な協力を要請している状況です。 

そのような中、次の教育活動の再開に向けた準備に加え、現状における生徒の状況把握や学習支援に

は努めつつも、感染拡大防止策である自粛要請に応じる必要があることから、学校再開までの当面、電

話対応について教職員の勤務時間帯に限らせていただきたく存じます。 

保護者の皆様におかれましては、ご不便をおかけすることとなりますが、大阪府内の新型コロナウィ

ルス感染の現状を鑑み、ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 期 間 

  令和２年４月 16 日（木）～ 学校再開まで 

 

２ 対応時間帯 

  午前８時 30 分 ～ 午後 5 時 まで  

※土日祝日を除く 

 

３ その他 

（１）各ご家庭におかれましての健康観察等をよろしくお願いいたします。 

・朝の健康チェック（体温、せき、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、息苦しい、体がだるいなど） 

  健康チェック表を配付しております。 

・手指衛生、咳エチケット、共用品を使わないなどの感染予防 

（２）各学年においてそれぞれ家庭学習のための課題を提示させていただきました。計画的に家庭学習を 

進めることのできるようご指導ください。 

（３）新型コロナウイルス感染症について、日々状況が変化していることから、教育委員会の指示により、 

急な変更が生じることも考えられます。その際は、ミルメール並びに本校ホームページにおいてお知 

らせいたしますのでご了知ください。 

 

 


